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危険です ながらスマホで 踏むペダル
～自転車を安全に利用しよう～

自動販売機が燃える！！

自転車は、身近な交通手段ですが、一部の自転車利用者の交通ルールを

無視した行動や、マナーの悪さに対する批判の声が後を絶ちません。

自転車は「車両」です。自転車に乗るときは、自転車安全利用五則や、

各法律で定められた交通ルールを守る義務があります。

ルールを守らず、相手にけがをさせるような交通事故を起こした場合は

刑事責任を負うことになりますので、交通ルールを正しく理解して利用して

ください。

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

４月上旬の深夜、王滝町の王滝渓谷駐車場に
ある自動販売機が燃えているのを通行人が発見し、
１１９番通報しました。
自動販売機が燃えた原因は不明ですが、

今後も同様の事案が発生する可能性があります。
不審者を見かけた時はすぐ１１０番通報して下さい。

�警察業務説明会随時開催中!（要予約）�
詳細は王滝駐在所もしくは豊田警察署警務課（採用担当）まで!


